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衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
日
印
原
子
力
協
定
に
お
け
る
イ
ン
ド
の
核
実
験
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
の
実
効
性
に
関
す
る
質

問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

原
子
力
の
平
和
的
利
用
に
お
け
る
協
力
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
ヨ
ル
ダ
ン
・
ハ
シ
ェ
ミ
ッ
ト
王
国
政
府
と
の
間
の
協
定

（
平
成
二
十
四
年
条
約
第
一
号
）
第
十
二
条
�
の
「
核
爆
発
装
置
を
爆
発
さ
せ
る
場
合
」
に
同
協
定
の
終
了
等
の
権
利
を
有

す
る
と
の
規
定
は
、
御
指
摘
の
よ
う
な
「
核
実
験
の
禁
止
あ
る
い
は
停
止
を
義
務
付
け
る
」
も
の
で
は
な
い
が
、
原
子
力
の

平
和
的
利
用
に
お
け
る
協
力
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
イ
ン
ド
共
和
国
政
府
と
の
間
の
協
定
（
以
下
「
協
定
」
と
い
う
。
）

及
び
「
見
解
及
び
了
解
に
関
す
る
公
文
」
（
以
下
「
公
文
」
と
い
う
。
）
に
「
核
爆
発
装
置
を
爆
発
さ
せ
る
場
合
」
と
の
文

言
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。

二
、
三
及
び
七
に
つ
い
て

核
実
験
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
の
継
続
は
、
ム
カ
ジ
ー
・
イ
ン
ド
外
務
大
臣
（
当
時
）
が
平
成
二
十
年
九
月
五
日
に
行
っ
た
声
明

（
以
下
「
九
月
五
日
の
声
明
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
再
確
認
さ
れ
た
イ
ン
ド
政
府
に
よ
る
自
発
的
な
政
策
の
表
明
で
あ
り
、

「
九
月
五
日
の
声
明
」
が
協
定
の
下
で
の
両
国
間
の
協
力
の
不
可
欠
の
基
礎
を
成
す
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
基
礎

一



に
何
ら
か
の
変
更
が
あ
る
場
合
に
は
、
我
が
国
と
し
て
、
協
定
の
規
定
に
基
づ
き
協
定
の
終
了
等
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
を
公
文
で
確
認
し
て
い
る
。
以
上
に
よ
り
、
イ
ン
ド
が
核
実
験
を
行
っ
た
場
合
に
我
が
国
が
協
定
の
終
了
等

の
権
利
を
有
す
る
こ
と
は
、
協
定
上
十
分
に
確
保
さ
れ
て
い
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
公
式
の
日
本
語
版
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
九
月
五
日
の
声
明
」
は
、
イ
ン
ド
政

府
の
政
策
と
し
て
、
同
政
府
に
よ
り
イ
ン
ド
外
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
英
語
で
公
表
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
日

本
語
で
は
公
表
さ
れ
て
い
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。
公
文
一
⒤
に
お
い
て
「
九
月
五
日
の
声
明
」
と
規
定
し
た
の
は
、
日
印

間
で
の
協
議
の
結
果
、
か
か
る
表
記
に
よ
り
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
十
分
明
ら
か
で
あ
る
と
確
認
さ
れ
た
た
め
で
あ

り
、
「
九
月
五
日
の
声
明
」
を
協
定
に
附
属
す
る
文
書
と
は
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
核
実
験
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
に
関
す
る
日
本
語
訳
」
に
つ
い
て
は
、
「
九
月
五
日
の
声
明
」
の
い
か
な
る
部
分
の

日
本
語
訳
を
指
す
の
か
定
か
で
な
く
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

二



イ
ン
ド
政
府
は
核
実
験
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
を
継
続
す
る
方
針
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

九
及
び
十
一
に
つ
い
て

一
般
的
に
、
核
実
験
と
は
「
核
兵
器
の
実
験
的
爆
発
又
は
他
の
核
爆
発
」
を
い
う
も
の
と
承
知
し
て
お
り
、
「
九
月
五
日

の
声
明
」
で
い
う
核
実
験
も
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
踏
ま
え
た
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。
な
お
、
お
尋
ね
の
「
今
後
の
主
流

に
な
る
新
型
の
核
実
験
」
と
の
仮
定
の
質
問
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

十
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
イ
ン
ド
が
核
実
験
を
行
わ
な
い
た
め
の
監
視
制
度
等
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
包
括

的
核
実
験
禁
止
条
約
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
核
兵
器
の
実
験
的
爆
発
又
は
他
の
核
爆
発
が
実
施
さ
れ
た
か
否
か
を
監
視
す
る
国

際
監
視
制
度
（
Ｉ
Ｍ
Ｓ
）
を
始
め
、
関
係
国
と
の
協
力
等
に
よ
り
、
イ
ン
ド
が
核
実
験
を
行
っ
た
場
合
に
は
こ
れ
を
適
切
に

把
握
す
る
こ
と
が
可
能
と
考
え
て
い
る
。

三


